
水
子
供
養
か
ら
見
る
日
本
人
の
生
命
観

本
論
文
は
、
一
九
七

O
年
頃
よ
り
一
般
化
し
た
現
代
的
水
子
供
養
川
か

ら
日
本
人
の
生
命
観
の
変
化
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
生
命
観
と

い
っ
て
も
、
「
人
間
の
生
命
」
に
間
限
定
す
る
。
ま
た
、
主
に
「
生
命
の
始

ま
り
の
認
識
」
の
問
題
を
論
ず
る
。

1
.

「
水
子
供
養
」
と
い
う
言
葉

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
本
論
文
で
云
う
、
「
樹
子
」
及
び
「
水
子
供
養
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
水
子
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
吋
日
本
国
語

大
辞
典
ヤ
「
広
辞
苑
第
6
版
」
等
を
勘
案
す
る
と
「
①
生
後
余
り
日
を

経
て
い
な
い
子
②
生
後
ま
も
な
く
死
亡
し
た
子
(
建
治
・
関
引
き
等
で

死
亡
し
た
場
合
を
含
む
)
①
中
絶
・
死
産
等
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
胎
児
」

と
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
は
「
今
昔
物
語
集
い
巻
二
六
第
一
緒
に
見
ら
れ
口
、

①
は
江
戸
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
件
。
①
は
一
九
七

O
年
以
降
に
定
、
著
し
た
。

ゆ
え
に
①
↓
⑦
↓
①
と
意
味
が
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
①
②
の
意
味
で
の
「
水
子
」
は
か
つ
て
一
般
的
で
は
な
く
也
、
「
本
子
」

と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に
な
る
の
は
、
一
九
七

0
年
代
以
降
、
①
の
・
惑
に

清

彦

水

邦

於
い
て
で
あ
る

t

次
に
「
水
子
供
養
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
た
い
。
本
論
文
で
「
本
子
供

養
」
と
い
っ
た
場
合
、
①
の
愈
の
水
子
に
対
し
、
戒
名
を
付
け
る
等
大
人

並
み
の
供
養
を
施
す
こ
と
を
指
す
。
こ
の
「
水
子
扶
養
」
は
一
九
七

O
年

頃
よ
り
一
般
化
す
る
。
以
上
の
様
に
師
り
を
入
れ
る
の
培
、
①
の
意
で
の

「
水
子
」
を
供
養
す
る
こ
と
が
、
一
九
七

O
年
以
能
よ
り
存
在
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る

T
た
だ
、
供
養
を
行
っ
た
と
し
て
、
簡
素
な
葬
式
を
行
う

の
が
常
で
あ
り
、
葬
式
を
行
わ
な
い
場
合
も
多
々
あ
っ
た
。
戒
名
を
付
け

る
こ
と
を
タ
ブ
i
と
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。
卸
ち
、
一
九
七

O
年
以
前
の

「
水
子
供
養
」
は
、
大
人
と
は
別
な
欝
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
「
水
子
供
養
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
っ
た
。

以
上
の
相
違
を
重
視
し
、
本
論
文
で
は
、
「
水
子
供
養
」
と
い
っ
た
場
合
、

特
に
斯
ら
な
い
限
り
、
①
の
慈
の
水
子
に
対
し
、
戒
名
を
付
け
る
等
大
人

投
み
の
供
養
を
施
す
こ
と
を
指
す
ζ

と
と
す
る
。
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2
.
水
子
供
饗
の
「
発
見
」

本
論
文
で
云
う
、
水
子
供
養
を
学
箭
的
に
「
発
見
」
し
た
の
は
、

ザぐ

E
E
B
同

門

釦

2
2
H「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

R
-
ラ
フ
ル
!
ア
と
い
う
ア
メ
リ

カ
人
研
究
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
突
飛
な
一
文
に
は
解
説
が
要
る
。
本
論
文

で
云
う
水
子
供
養
は
、
一
九
七

O
年
頃
よ
り
一
般
化
す
る
が
、
前
述
の
如

く
、
そ
れ
以
前
に
於
い
て
、
間
引
き
等
で
亡
く
な
っ
た
「
水
子
」
に
対

し
、
供
養
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
水
子
供
養

の
迷
統
性
を
こ
凶
と
し
て
、
当
初
、

5
本
人
研
究
者
は
、
水
子
供
養
を

本
格
的
研
究
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
ω
。
こ
の
た
め
、
水
子
供
養
の
本
格

的
ゅ
研
究
轡
は
、
ア
メ
リ
カ
人
た
る
ラ
フ
ル

i
ア
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ

る
に
至
る
。

nhFEE門
ご
比
め
い
〉
ぴ

OECロ
自
己
∞
忌
色
町
一
ω
B
E
】告
S
3
5
S

M
M

ユロ
2
Z
D
C・H
J

↓
森
下
直
賞
・
遠
藤
幸
英
・
清
水
邦
彦
・
塚
原
久
美
訳

「
水
子
〈
中
絶
〉
を
め
ぐ
る
百
本
文
化
の
底
流
」
(
二

O
O
六

年

青

木

欝
屈
)
こ
の
こ
と
を
指
し
て
、
水
子
供
養
は
学
術
的
に
は
ラ
フ
ル

i
ア
に

よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
ラ
フ
ル

i
ア
は
水
子
供
養
を
発
見
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
?
ラ
フ

ル
!
ア
の
母
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
(
以
下
、
ア
メ
リ
カ
と
す
)
で
は
、

一
九
七
三
年
以
来
、
妊
娠
中
絶
の
是
非
を
巡
っ
て
「
内
戦
」
が
起
こ
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

3
.
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
妊
娠
中
絶
論
争

ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
妊
娠
中
総
論
争
は
、
十
九
世
紀
後
半
ま
で
遡
る
噌

十
九
世
紀
後
半
か
ら
一
九

O
O
年
に
か
け
て
、
医
学
界
の
働
き
か
け

に
よ
り
、
中
絶
の
前
形
態
で
あ
る
堕
胎
は
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
せ

一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
、
非
合
法
の
中
絶
手
術
の
問
題
が
顕
在
化
し
、

中
絶
合
法
化
を
求
め
る
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
中
絶
手
術
に

よ
る
死
亡
者
は
年
二

O
O人
に
の
ぼ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
空
こ
う

し
た
状
況
に
於
い
て
、
一
九
六
二
年
の
、
ブ
イ
ン
ク
パ
イ
ン
事
件
が
起
こ

る
。
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
住
む
主
婦
、
フ
イ
ン
ク
パ
イ
ン
は
、
妊
娠
中
に
精
神

安
定
剤
サ
リ
ド
マ
イ
ド
を
服
用
し
た
。
服
用
後
に
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
の
副

作
用
が
胎
児
に
影
響
し
、
障
害
児
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
彼
女
を
診
察
し
た
涯
師
は
中
絶
を
勧
め
、
彼
女
も
同
意
し
た
。
術
前
、

彼
女
は
、
こ
の
こ
と
を
他
の
女
性
へ
の
警
告
と
し
て
、
新
開
に
公
表
し

た
。
結
果
、
ア
メ
リ
カ
中
か
ら
中
絶
反
対
の
声
が
上
が
り
、
ア
メ
リ
カ
菌

内
で
中
絶
手
術
を
受
け
る
の
は
困
難
と
な
り
、
彼
女
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

渡
り
、
中
絶
手
術
を
受
け
る
に
至
る
。
な
お
、
飴
児
に
は
異
常
が
見
ら
れ

た
と
い
う
守
中
絶
手
術
候
捕
地
の
一
つ
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
並
ん
で
、

日
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

T

フ
イ
ン
ク
パ
イ
ン
事
件
で
留
意
す
べ
き
は
、
彼
女
の
元
に
、
「
マ
ミ

i
、

私
を
生
き
さ
せ
て
」
と
い
っ
た
胎
児
の
視
点
を
借
り
た
手
紙
が
何
千
通
も

商
い
た
こ
と
で
あ
る
ω
。
却
ち
「
胎
児
は
人
で
あ
る
」
と
い
う
、
後
に
盛

ん
と
な
る
妊
娠
中
絶
反
対
派
の
主
張
が
、
こ
の
時
期
よ
り
見
ら
れ
る
点
で

あ
る
。
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こ
う
し
た
動
き
の
中
、
一
九
七
三
年
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、
妊

娠
初
期
総
に
於
い
て
、
女
性
が
中
絡
を
行
う
権
利
を
認
め
る
判
決
を
下
す
。

所
謂
「
ロ
ウ
判
決
」
で
あ
る
。
(
「
ロ
ウ
」
は
、
当
裁
判
で
妊
娠
中
絶
を



訴
え
て
い
た
原
告
女
性
の
仮
名
。
)
こ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
全
土
で
条
件

付
き
な
が
ら
、
妊
娠
中
絶
は
合
法
化
さ
れ
た
。
一
方
、
中
絶
反
対
派
胃
。
a

同
町
内
と
中
絶
容
認
派
胃
?
の
町
三
の
め
と
の
関
に
、
長
く
激
し
い
論
争
が
生
ず

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
論
争
は
今
日
ま
で
決
着
を
見
な
い
。
中
絶
反
対

派
は
、
ロ
ウ
判
決
を
無
効
と
す
べ
く
、
憲
法
修
正
や
州
法
改
正
を
求
め
る

運
動
を
行
っ
た
。
当
初
、
中
絶
反
対
運
動
の
担
い
手
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
人
々
で
あ
っ
た
。
中
絶
を
行
う
病
院
・
診
療
所
へ
の
暴
力
行
為
が
顕

在
化
す
る
の
は
、
一
九
七
七
年
で
あ
り
、
八
三
年
以
降
急
増
す
る
ザ
こ

れ
以
降
、
中
絶
問
題
は
「
新
し
い
内
戦
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中

絶
を
行
う
軍
師
が
殺
さ
れ
る
の
は
一
九
九
三
年
を
始
め
と
し
、
近
年
で
は
、

二
O
O九
年
五
月
、
カ
ン
ザ
ス
州
に
於
い
て
、
妊
娠
中
期
の
中
絶
を
行
っ

た
医
師
が
射
殺
さ
れ
た
。
(
但
し
、
こ
う
し
た
暴
力
行
為
に
対
し
て
、
否

定
的
な
立
場
を
取
る
反
対
派
も
い
る
。
)
大
統
領
選
で
も
、
し
ば
し
ば
中

絶
の
是
非
が
、
選
挙
の
行
く
末
を
左
右
す
る
争
点
と
な
っ
た
。

中
絶
容
認
派
の
主
張
は
、
中
絶
は
女
性
の
権
初
で
あ
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
女
性
の
権
利
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
中
絶
反
対
派
の
主
張

は
、
胎
児
は
受
胎
当
初
よ
り
人
で
あ
り
、
中
絶
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
殺
す

な
か
れ
」
と
い
う
戒
に
違
反
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
中

絶
反
対
運
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
会
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
但
し
、
キ
リ

ス
ト
教
に
於
い
て
、
受
胎
当
初
か
ら
胎
児
は
人
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
、

い
に
し
え
よ
り
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
中

絶
を
詫
め
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
も
い
る
。

中
絶
反
対
派
の
問
題
を
一
つ
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
反
対
派
は
産
ま
せ
る

こ
と
に
は
熱
心
だ
が
、
当
該
の
女
性
と
産
ま
れ
て
く
る
子
へ
の
ケ
ア
に
関

し
て
は
さ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
絶
を
行
う
事
例
の
一
つ

と
し
て
、
出
生
前
診
断
に
よ
り
飴
児
に
障
害
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ

と
が
あ
る
。
(
前
述
の
フ
イ
ン
ク
パ
イ
ン
事
件
も
、
当
時
は
出
生
前
診
断

が
無
か
っ
た
こ
と
を
考
躍
す
る
と
、
広
義
に
は
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
)

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
記
し
て
お
け
ば
、
安
易
に
障
害
が
判
明
し
た
場
合

の
中
絶
を
私
が
安
易
に
認
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
代
社
会

は
、
障
害
児
が
生
き
て
い
く
に
は
困
難
が
多
く
、
時
世
一
口
児
を
育
て
る
親
に

は
多
大
な
負
担
を
強
い
る
。
こ
う
し
た
樽
害
児
の
問
題
に
関
し
、
中
絶
反

対
派
が
積
極
的
に
働
き
か
け
た
と
は
寡
関
に
し
て
間
か
な
い
。
同
様
の
事

は
、
レ
イ
プ
に
よ
る
妊
娠
の
問
題
に
も
言
え
る
。
残
酷
な
想
定
で
は
あ
る

が
、
レ
イ
プ
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
子
」
を
中
絶
す
る
の
は
忍
び
な
い
が
、

育
て
る
の
は
無
理
、
と
い
う
想
定
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
う
し
て
産
ま
れ
た

子
の
フ
ォ
ロ
ー
と
し
て
、
中
絶
反
対
派
は
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
築
関
に
し
て
間
か
な
い
。
例
え

ば
、
養
子
に
行
っ
た
後
、
虐
待
を
受
け
る
可
能
性
は
無
い
訳
で
は
な
い
。

養
子
に
す
れ
ば
全
て
解
決
と
い
う
訳
で
は
な
か
ろ
う
。

一
方
、
障
害
あ
る
胎
児
の
中
絶
を
認
め
る
中
絶
容
認
派
の
主
張
は
、
と

も
す
れ
ば
生
命
の
選
別
と
な
り
、
差
別
を
助
長
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い

。
る

以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
「
新
し
い
内
戦
」
と
呼
ば
れ
る
、
妊
娠
中

絶
論
争
を
紹
介
し
た
。
こ
の
論
争
の
争
点
の
一
つ
と
し
て
、
妊
娠
初
期
の

胎
児
は
人
か
一
合
か
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
中
絶
反
対
派
の
主
張
は
、
受

胎
産
後
か
ら
胎
畑
ん
は
人
で
あ
り
、
ゆ
え
に
中
絶
は
殺
人
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
の
、
「
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
戒
に
反
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
騒
関
に
思
う
と
と
は
、
地
の
キ
リ
ス
ト
教
地
域
で
は
、
こ
の
よ

う
な
激
し
い
論
争
は
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
(
無
論
、
中
絶
が

仔
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九

O
年

内
、
中
絶
を
行
う
医
院
へ
の
暴
力
行
為
も
あ
っ
た
印
刷
。
)
こ
の
、
殺
人
事

件
に
ま
で
発
展
し
た
激
し
い
論
年
は
ア
メ
リ
カ
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
に
起
臨
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文
は

こ
の
点
に
は
深
入
り
せ
ず
、
誌
を
ラ
フ
ル

i
ア
「
水
子
い
に
渓
し
た
い
。

ヰ
芭

E
E円
七
比
内
凶
口
同

owu
と
い
う
訳

今
一
度
確
認
す
れ
ば
、
水
子
供
養
に
関
し
、
本
格
的
研
究
醤
第
1
号
は
、

ア
メ
リ
カ
人
た
る
ラ
フ
ル
!
ア
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
ら
れ
た
。
な
ぜ
、
ラ

フ
ル

i
ア
は
水
子
供
養
を
「
発
見
」
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
?
前
節
で
述
べ

た
通
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
妊
娠
中
絶
の
是
非
を
巡
っ
て
国
内
を
二
分
す
る

内
戦
が
経
こ
っ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
中
絶
を
水
子
供
養
と
い
う

「
あ
い
ま
い
な
形
」
で
処
理
し
、
中
絶
論
争
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
点
に

関
し
、
ラ
フ
ル
!
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
視
点
で
、
違
和
惑
を
持
っ
た
の

で
あ
る
。
告
本
で
は
、
中
絶
を
「
あ
い
ま
い
な
形
」
で
処
理
し
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
ラ
フ
ル

l
ア
は
、
水
「
子
」
を
砂
吉
ω
¥の

E
E
で
は
な

く
、
毘
ゆ
と
訳
し
た
。
以
下
、
で
本
子
い
を
活
用
し
つ
つ
、
日
本
人
の
生

命
観
を
論
じ
た
い
。

5
.
前
近
代
に
於
け
る

E
本
人
の
生
命
観
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第
3
節
で
述
べ
た
知
く
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
部
人
々
の
、
受
胎
直
後

の
胎
児
を
人
と
見
な
す
観
念
を
一
留
に
、
激
し
い
妊
娠
中
絶
論
争
が
起

こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
本
人
は
、
生
命
の
誕
生
を
如
何
に
捉
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
?
い
き
な
り
現
代
の
日
本
人
の
生
命
観
を
分
析
す
る
の
は

困
難
な
の
で
、
ま
ず
は
前
近
代
の
日
本
人
の
「
生
命
の
誕
生
観
」
を
分
析

し
た
い
。

前
近
代
の
日
本
人
の
「
生
命
の
誕
生
観
」
が
窺
い
知
れ
る
事
例
と
し
て
、

「
数
え
年
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

数
え
年
は
、
新
生
児
が
産
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
一
才
と
し
、
そ
の
後
、
正

月
を
迎
え
る
度
に
、
ニ
才
・
三
才
・
・
・
と
数
え
る
方
法
で
あ
る
。
正
月

を
遣
え
る
度
に
、
年
を
取
る
の
は
、
年
神
が
魂
を
持
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
(
所
説
「
お
年
玉
」
)
。
し
か
し
、
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
新
生
児
を
一
才

と
す
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
?
一
つ
の
説
明
の
仕
方
と
し
て
、
新
生
相
ん
は

と

っ

主

と

お

か

胎
内
に
十
月
十
日
H

約
一
年
い
た
か
ら
、
と
い
う
説
明
が
成
り
立
つ
か
も

し
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
前
近
代
の
日
本
人
は
、
受
胎
H
生
命
の
誕
生
と

み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
は
私
の
単
な
る
仮
説
だ
が
、
全
く
根
拠
無
く
言
っ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
そ
の
根
拠
は
、
双
子
の
数
え
方
で
あ
る
。
前
近
代
の
日
本
に
於
い

て
、
双
子
は
、
先
に
産
ま
れ
た
方
を
弟
(
妹
)
、
後
に
産
ま
れ
た
方
を
兄

(
姉
)
と
す
る
数
え
方
が
一
般
的
だ
っ
た
ω
。
現
代
人
の
白
か
ら
見
る
と
、

一
瞬
と
は
い
え
、
先
に
産
ま
れ
た
方
を
兄
(
姉
)
と
す
る
方
が
理
に
か
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
話
近
代
の
日
本
人
は
、
先
に
受
給
し



た
方
を
兄
(
姉
)
と
見
な
し
て
い
た
の
で
、
以
上
の
様
に
数
え
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、
「
前
近
代
の
日
本
人
は
受
胎
1
生
命
の
誕
生
と
見
な
し

て
い
た
」
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
こ
の
仮
説
の
当
否
に
関
し
て
は
、

今
後
も
検
討
を
続
け
た
い
の
で
、
読
者
諸
子
か
ら
の
批
判
を
待
ち
た
い
。

但
し
、
以
上
の
仮
説
で
は
、
「
生
命
の
誕
生
」
と
い
う
言
葉
を
敢
え
て

使
い
、
「
人
」
と
い
う
一
言
葉
を
避
け
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
生
活
使
利
事
典
、

「
女
重
宝
記
』
(
一
六
八
九
年
刊
行
)
に
は
胎
児
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

今
日
的
に
は
胎
党
の
想
像
鴎
で
あ
る
。
一
ヶ
月
自
に
錫
杖
、
二
ヶ
丹
自
に

独
鈷
、
一
ニ
ヶ
月
自
に
三
鈷
、
四
ヶ
月
自
に
五
鈷
が
描
か
れ
て
い
る
。
五
ヶ

月
自
に
至
っ
て
「
人
の
形
」
を
取
る
凶
。
妊
娠
五
ヶ
丹
と
い
う
と
、
腹
帯

を
占
め
る
時
期
で
あ
り
、
社
会
に
妊
娠
を
知
ら
し
め
る
時
期
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
妊
娠
五
ヶ
月
を
過
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
胎
児
が
「
人
」
と

見
な
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
胎
見
は
産
ま
れ
る
と
、
赤
ん
坊
・
生
兜
と
な

り
、
や
が
て
輩
と
な
り
、
そ
し
て
人
と
な
る
守
ラ
フ
ル
!
ア
は
、
黒
田

日
出
男
儲
に
依
り
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
生
児
は
「
神
仏
の
世
界
」
か
ら
人
間
の
世
界
へ
、
さ
ら
に
そ
こ
か

ら
大
人
の
世
界
ベ
徐
々
に
移
っ
て
い
く
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
最
終
的
に
完
全
な
大

人
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
完
全
な
人
間
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
地
位
は
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
与
え

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
間
を
か
け
、
数
々
の
儀
式
を
通
過
し
て

初
め
て
得
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
(
訳
欝
六

O
員
)

6
.
間
引
き

こ
の
よ
う
に
前
近
代
の
日
本
人
の
生
命
観
を
分
析
す
る
に
、
「
生
命
」

と
「
人
」
と
を
分
け
る
に
は
理
由
が
あ
る
。
前
近
代
の
臼
本
人
の
生
命
観

を
考
え
る
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
、
「
間
引
き
」
の
存
在
で
あ
る
。
「
間

引
き
」
を
「
広
辞
苑
第
6
版
」
で
引
く
と
、
「
①
〈
畑
の
作
物
な
ど
を
〉

ま
び
く
こ
と
。
途
中
で
抜
い
て
簡
を
広
く
す
る
こ
と

0

・
・
・
①
口
べ
ら

し
の
た
め
に
親
は
生
児
ω
を
殺
す
こ
と
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
動
詞
形
で
あ

る
「
間
引
く
」
を
引
く
と
、
「
①
畑
の
野
菜
な
ど
を
十
分
に
生
育
さ
せ
る

た
め
、
慌
の
苗
を
抜
い
て
ま
ば
ら
に
す
る

0

・
・
・
①
一
家
に
子
が
多
く

て
養
育
し
が
た
い
時
に
親
が
自
ら
生
児
を
殺
す
」
と
あ
る
。
本
論
文
で
考

え
た
い
の
は
、
②
の
意
で
あ
る
。

通
説
に
於
い
て
、
前
近
代
の
日
本
で
は
し
ば
し
ば
間
引
き
が
行
わ
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
ラ
フ
ル

i
ア
は
、
江
戸
時
代
の
人
口
停
滞
の
藤
閣
を
間

引
き
に
求
め
て
い
る
(
「
第

6
章
江
戸
時
代
の
人
口
」
)
。
江
戸
時
代
、

寺
諸
制
に
よ
っ
て
、
全
て
の
人
は
必
ず
ど
こ
か
の
寺
の
櫨
那
と
な
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
従
っ
て
各
地
に
残
る
宗
門
改
人
別
帳
を
合
算
す
れ

ば
、
容
易
に
日
本
の
全
人
口
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
口
史
研
究

に
於
い
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
人
口
停
滞
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
定
説
に

な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
ほ
ぼ
内
乱
の
無
い
時
代
で
あ
っ
た
。
又
、
鎖

国
ω
を
し
て
い
た
故
、
海
外
か
ら
伝
染
病
も
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
こ
な
か
っ

た
。
数
年
に
渡
る
鋭
錨
も
な
か
っ
た
。
即
ち
、
人
口
停
滞
の
定
説
的
勝
間

は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
ラ
フ
ル

i
ア
は
、
人
口
停
滞
の
原
因
を
間
引

き
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
本
当
に
江
戸
時
代
の
人
口
博
滞
の
露
国
は
間
引
き
な
の
だ
ろ
う

か
?
知
ち
人
口
を
停
滞
す
る
穂
、
間
引
き
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
?
人
口
体
滞
の
原
因
を
間
引
き
と
す
る
説
に
否
定
的
な
意
見
も
あ

る
。
以
下
、
千
葉
穂
関
・
大
津
忠
男
の
税
を
紹
介
す
る
。
宗
門
改
人
別
艇

は
、
今
日
で
云
う
戸
籍
で
あ
る
が
、
今
日
の
戸
籍
と
決
定
的
に
異
な
る
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
生
死
が
瞬
時
に
記
録
さ
れ
な
い
点
で
あ
る
。
宗
門
改
人

別
棋
の
作
成
は
、
多
く
て

l
年
に

1
留
で
あ
り
、
数
年
に

1
倒
の
場
合
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
般
に
江
戸
時
代
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
乳
幼
mmん

の
続
死
が
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
口

静
滞
の
藤
癌
を
間
引
き
で
は
な
く
、
乳
幼
兜
死
亡
率
の
高
さ
と
す
る
千

葉
・
大
帯
設
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
間
引
き
を
今
日
の
家
族
計
画
の

感
覚
で
挺
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
私
な

り
に
千
葉
・
大
津
説
を
補
足
す
る
と
、
江
戸
時
代
に
於
い
て
、
次
男
・
三

男
で
あ
っ
て
も
、
成
年
で
も
死
亡
率
の
高
い
江
戸
時
代
に
於
い
て
は
、
家

に
と
っ
て
不
可
欠
な
補
欠
で
あ
る
。
女
兇
は
家
に
お
い
て
働
き
手
で
あ
り
匂

時
に
婿
養
子
を
取
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
守
成
年
で
も
死

亡
率
が
高
い
江
戸
時
代
に
於
い
て
、
今
日
的
感
覚
を
以
て
、
間
間
引
き
が
頻

繁
に
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の
説
を
唱
え
て
い
る
千

葉
・
大
津
は
、
関
引
き
は
銑
鐘
等
の
非
常
事
態
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た

と
し
て
い
る
断
。

宗
門
改
人
別
報
が
毎
年
作
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
乳
幼

児
死
亡
率
の
問
題
を
指
擁
し
た
千
葉
・
大
津
説
は
、
説
得
力
を
持
つ
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
地
に
残
る
民
間
伝
承
を
見
る
と
、
関
引
き
が
極
め
て

希
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
一
言
い
難
い
。
現
在
の
学
界
で
は
、
江
戸

時
代
の
人
口
停
滞
の
康
問
を
、
乳
幼
児
死
亡
率
の
高
さ
・
間
引
き
・
晩
婚

化
等
の
接
合
的
な
も
の
と
す
る
説
が
通
説
化
し
て
い
る
噌

さ
て
問
題
を
能
近
代
の
日
本
人
の
生
命
観
に
戻
し
た
い
。
第

5
節
で
は
、

前
近
代
の
日
本
人
は
、
受
給
を
以
て
生
命
の
誕
生
と
し
て
い
た
、
と
い
う

仮
説
を
提
示
し
た
。
一
方
、
人
口
停
滞
を
引
き
起
こ
し
た
と
云
わ
れ
る
程
、

間
引
き
と
い
う
形
で
新
生
児
ω
を
殺
し
て
い
た
。
現
代
人
の
白
か
ら
矛
盾

で
あ
る
。

こ
の
矛
躍
は
、
前
述
の
「
人
と
な
る
」
と
い
う
観
念
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

前
近
代
の
宮
本
人
に
と
っ
て
、
乳
幼
児
は
、
完
全
な
人
で
は
な
く
、
容
易

に
神
仏
の
世
界
に
帰
り
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
(
「
七
議
ま
で
は
神
の
う

ち
」
・
こ
の
概
念
の
背
景
に
は
、
当
時
の
乳
幼
党
死
亡
率
の
高
さ
が
あ
る
。
)

ゆ
え
に
、
間
引
き
は
、
神
仏
の
世
界
に
帰
り
や
す
い
新
生
児
を
人
為
的
に

喪
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
新
生
児
は
単
に
神
仏
の
世
界
に
帰
る
の

で
は
な
く
、
い
つ
か
ま
た
、
現
世
に
帰
っ
て
く
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

(
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
)
郎
ち
、
今
は
事
情
が
あ
っ
て
、
育
て
ら
れ
な
い
が
、

い
つ
か
ま
た
、
現
陛
に
婦
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
が
間
引
き
の

心
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
っ
て
、
関
引
き
が
当
事
者
に
と
っ
て
、
平
気
な

行
為
だ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
成
仏
を
願
う
葬
式
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
時
に
な
ん
ら
か
の
供
養
が
行
わ
れ
た

ω。
(
成
仏
を
願
う
葬
式
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
成
仏
し
て
し
ま
う
と
生
ま
れ
変
わ
り
で
き
な
く

な
る
か
ら
で
あ
る
。
)
各
地
に
残
る
地
蔵
像
に
は
、
そ
う
し
た
「
死
」
を

供
養
す
る
趣
旨
で
造
立
さ
れ
た
も
の
も
あ
る

ω。
女
人
講
に
於
い
て
、
当

事
者
が
慰
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
守

前
近
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
胎
児
は
完
全
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
が
、

50 



尊
ぶ
べ
き
生
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
間
引
き
で
は
な
く
、
堕
胎
(
中
絶
の
蕗
形

態
)
が
行
わ
れ
て
い
た
問
。

7
a
中
絶
の
合
法
化

明
治
に
入
る
と
、
間
引
き
及
び
堕
胎
は
刑
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
民
間
で
は
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
状
況
が
一
変
す
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
で
あ
る
。
農

業
生
産
が
落
ち
込
む
一
方
、
台
湾
・
朝
鮮
半
島
等
の
外
地
か
ら
多
く
の
軍

人
・
民
間
人
が
引
き
上
げ
て
き
た
。
戦
後
の
混
乱
の
た
め
、
不
本
意
な
妊

娠
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
女
性
も
多
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
産
党
制
緩
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
た
。
一
九
四
八
年
に
条
件
付
き

な
が
ら
中
絶
を
認
め
る
優
生
保
護
法
が
成
立
し
た
(
現
・
母
体
保
護
法
)
。

翌
四
九
年
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
中
絶
を
認
め
る
法
改
正
に
よ
っ
て
、
中

絶
が
実
質
合
法
化
し
た
。
(
「
実
質
」
の
語
が
あ
る
の
は
、
刑
法
の
堕
胎
罪

が
撤
廃
さ
れ
て
い
な
い
た
め
。
)
着
眼
す
べ
き
は
、
優
生
保
護
法
制
定
の

過
程
に
於
い
て
、
「
胎
見
の
生
命
」
の
視
点
か
ら
の
反
対
意
見
が
極
め
て

少
数
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
例
。
間
引
き
の
伝
統
を
背
景
に
中
絶
は
実
質
合

法
化
さ
れ
た
。

g.
本
子
供
撃
の
一
般
化

前
述
の
通
り
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
観
念
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
間

引
き
・
堕
胎
が
当
事
者
に
取
っ
て
平
気
な
こ
と
で
あ
っ
た
訳
で
な
く
、
時

に
何
ら
か
の
供
養
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
一
九
七

O
年
頃
よ
り
一
般

化
し
た
水
子
供
養
は
、
水
子
に
戒
名
を
付
け
る
等
大
人
と
同
様
の
供
養
が

行
わ
れ
る
点
で
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
根
本
的
に
異
な
る
。

な
ぜ
一
九
七

O
年
頃
に
新
た
な
供
養
が
一
般
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
?
以

下
、
本
節
で
は
、
こ
の
大
き
な
問
問
題
を
考
察
す
る
。
確
認
し
て
お
け
ば
、

一
九
五
五
年
の
一
一

O
万
件
舎
を
ピ

i
ク
に
、
一
九
七
四
年
に
は
七

O
万

件
台
と
中
絶
件
数
は
減
り
つ
つ
あ
っ
た
ω
。
ゆ
え
に
一
九
七

0
年
代
は
、

中
絶
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
で
は
な
い
。
(
倍
し
、
中
絶
が
非
自
常
化
し
た

時
期
で
は
あ
る
。
ま
た
十
代
の
中
絶
が
社
会
開
題
化
し
た
時
期
で
も
あ

る
。
)
現
代
化
が
進
む
に
つ
れ
、
伝
統
的
心
意
が
継
承
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
同
時
に
、
乳
幼
児
の
死
亡
率
が
制
倒
的
に
低
下
し
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
観

念
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
も
水
子
供
養
の
一
般
化
の
要
因
で
あ
ろ
う
噌

本
論
文
で
着
眼
し
た
い
の
は
、
中
絶
さ
れ
た
胎
児
日
水
子
が
張
る
ゆ
え
、

供
養
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
当
事
者
の

備
で
'
信
然
発
生
し
た
も
の
を
拝
み
屋
等
宗
教
者
が
掬
い
取
り
、
意
図
的
に

人
々
に
広
め
る
こ
と
で
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
図
的
と
は
い
え
、

こ
の
観
念
を
多
く
の
人
々
が
受
け
入
れ
た
点
が
重
視
さ
れ
る
。
前
近
代
の

日
本
に
於
い
て
、
閥
引
き
・
堕
胎
等
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
胎
兜
・
新
生

児
が
操
る
と
い
う
伝
承
は
希
で
あ
る
問
。
こ
の
こ
と
は
、
堕
胎
さ
れ
た
胎

児
・
間
引
き
さ
れ
た
新
生
児
は
、
「
人
」
と
兇
な
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
の
「
死
」

は
「
異
常
死
」
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
主
悶
と
す
る
。
前
近
代
の

日
本
で
は
、
現
世
に
強
い
忠
い
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
場
合
、
「
異
常
一
死
」

と
さ
れ
、
刷
協
り
を
恐
れ
る
心
意
か
ら
特
殊
な
供
繋
の
対
象
と
な
る
。
有
名
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処
と
し
て
は
、
菅
原
選
奨
・
平
将
門
・
縦
割
徳
上
皇
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
代

B
本
の
、
水
子
は
段
る
、
と
い
う
心
意
は
、
水
子
の
死
は
「
人
」
の
死
で

あ
れ
リ
、
組
ハ
常
死
で
あ
る
、
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

な
ぜ
、
一
九
七

O
年
一
樹
に
入
る
と
、
胎
児
は
「
人
」
と
見
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?
戦
後
の
人
権
思
想
の
定
着
に
伴
っ
て
、
幼
児

に
も
人
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
隣
こ
と
も
要
因
で
あ
ろ
う
。
も

う
一
つ
の
要
劉
を
坂
下
考
察
す
る
。
一
九
六

0
年
代
以
降
、
自
宅
出
産

が
減
可
、
産
続
出
産
が
増
え
、
産
院
で
の
検
診
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
。

一
九
六
六
年
以
降
、

B
ス
コ

i
プ
方
式
を
用
い
た
趨
者
波
診
断
装
置
(
エ

コ
i
)
加
盟
に
よ
っ
て
、
妊
娠
初
期
に
於
い
て
は
か
な
り
ぼ
ん
や
り
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
胎
児
の
姿
を
関
接
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
一
国
に
、
胎
児
を
「
人
」
と
克
な
す
観
念
が
一

鍛
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
滅
。
そ
ぼ
ん
や
り
。
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
自
に
見
え
な
い
胎
内
」
と
い
う
神
秘
的
な
場
所
に
い
る
「
生
命
」
か
ら

「
自
に
見
え
る
人
(
の
萌
芽
ご
と
い
う
変
化
は
、
日
本
人
の
飴
児
観
に
大

き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
胎
児
は
「
人
」
と
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
胎
児
の
死
は
異
常
死
と
な
り
、
水
子
供
養
が
必
要
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
に
於
い
て
、
脳
死
の
導
入
に
よ
っ
て
、
死
の
概
念
が
薄
ら
い

で
い
る
の
は
臆
知
の
通
り
で
あ
る
。
念
の
た
め
確
認
し
て
お
け
ば
、
現
代

以
前
で
も
理
論
上
、
脳
死
は
あ
り
得
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
以
前
に

於
い
て
は
、
今
で
云
う
「
脳
死
」
に
な
れ
ば
、
す
ぐ
に
心
臓
死
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
噌
今
日
、
人
工
呼
吸
器
に
よ
っ
て
、
脳
死
状
態
が
長
く
な
っ

て
し
ま
い
、
脳
死
の
是
非
を
巡
る
論
争
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
部
ち
、

医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
死
の
概
念
が
捕
ら
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
無
論
、
脳
死
の
問
題
は
臓
器
移
植
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
臓
器

移
植
の
問
題
も
ま
た
医
学
の
発
逮
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も

な
い
。
)
話
を
水
子
供
養
に
民
し
、
今
一
度
確
認
す
る
と
、
〈
本
論
文
で
云

う
現
代
の
〉
水
子
供
養
は
、
超
音
波
診
断
装
鐙
と
い
う
翠
学
の
発
達
を
主

要
図
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
に
於
い
て
、
生
の
境
界
も
死
の

境
界
も
揺
ら
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

侶
一
し
、
胎
児
を
「
人
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日

本
で
は
、
中
絶
反
対
運
動
は
盛
り
上
が
ら
な
い
。
一
九
六

0
年
代
以
降
、

一
部
の
政
治
家
・
宗
教
団
体
に
よ
る
、
中
絶
非
合
法
化
を
中
心
と
す
る
綾

生
保
護
法
修
正
運
動
が
伺
屈
か
起
こ
っ
た
が
、
女
性
の
権
利
運
動
や
日
本

医
師
会
か
ら
の
反
対
も
あ
り
、
同
法
修
正
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
日
本
で

は
、
通
常
、
普
通
的
な
涼
慰
よ
り
も
臨
機
応
変
な
態
度
が
望
ま
れ
て
い
る
ω
。

胎
児
を
中
絶
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
と
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
特
に
や
む

を
得
な
い
中
絶
も
存
す
る
と
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
。

本
論
文
で
云
う
水
子
供
養
は
、
一
九
七

O
年
頃
よ
り
一
般
化
し
た
も
の

だ
が
、
水
子
の
繰
り
を
強
調
す
る
点
か
ら
、
そ
の
後
、
一
部
仏
教
思
体
や

女
性
の
権
利
運
動
か
ら
の
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
水
子
の
巣
り
は

強
調
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
現
在
で
も
本
子
供
養
は
各
地
の
寺
(
時
に
神

社
)
で
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
七

0
年
代
以
降
、
船
児
を
「
人
」
を
見
な

す
観
念
が
一
般
化
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
中
絶
は
合
法
で
あ
り

続
け
た
こ
と
、
そ
の
た
め
、
水
子
供
養
を
必
要
と
す
る
人
が
い
る
こ
と
が

水
子
供
養
定
着
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
(
無
論
、
仮
に
中
絡
が
非
合
法
化
さ

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
中
絶
が
根
絶
さ
れ
る
と
は
眠
ら
な
い
。
)
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9
.
勉
園
の
状
況

日
本
の
水
子
供
養
は
、
そ
の
後
、
韓
国
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
噌
韓

国
で
は
、
水
子
供
養
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
(
「
胎
児
霊
駕
薦
度
斎
」
・
「
水

子
霊
駕
藤
度
斎
」
等
)
が
日
本
の
水
子
供
養
と
ほ
ぼ
陪
様
の
も
の
で
あ
る
。

韓
国
で
は
性
別
が
分
か
っ
た
時
点
で
中
絶
が
行
わ
れ
(
「
女
見
落
胎
」
)
、

現
在
、
小
学
校
で
は
男
児
の
数
が
不
自
然
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
、
台
湾
・
タ
イ
で
も
水
子
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
ω
。
お
そ
ら
く
医

学
の
発
達
が
、
水
子
供
養
を
引
き
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
分

析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
と
め

以
上
、
本
論
文
で
は
、
一
九
七

O
年
以
降
一
般
化
し
た
、
水
子
供
養
か

ら
日
本
人
の
生
命
観
の
変
化
を
論
じ
た
。
一
九
七

O
年
以
前
、
中
絶
・
堕

胎
等
で
亡
く
な
っ
た
胎
児
に
、
戒
名
を
付
け
る
等
大
人
間
様
の
葬
式
を
行

う
風
習
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
七

O
年
以
降
一
般
化
す
る
水

子
供
養
は
、
戒
名
を
付
け
る
等
大
人
と
陪
様
の
葬
式
を
行
う
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
日
本
で
は
、
こ
の
時
期
よ
り
、
胎
児
を
「
人
」
と
見
な
す
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
水
子
供
養
の
心
意
の
中
に
、
当

初
、
水
子
の
巣
り
を
恐
れ
る
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
本
子

の
死
は
、
大
人
の
異
常
死
と
閥
横
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
ο

こ
の
点
は
、
誕
近
代
と
は
大
き
く
異
な
る
。

こ
う
し
た
生
命
観
の
変
化
は
、
戦
後
の
人
権
意
識
の
変
化
や
乳
幼
先
死

亡
率
の
低
下
等
様
々
な
原
因
に
よ
る
が
、
重
要
な
涼
悶
と
し
て
、
超
音
波

診
断
装
置
に
よ
り
間
接
的
な
が
ら
胎
児
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
昌
に
見
え
な
い
神
秘
的
な
場
所
に
い
る
生
命
」

か
ら
「
自
に
見
え
る
人
(
の
萌
芽
)
」
と
い
う
変
化
は
、
自
本
人
の
生
命

観
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
を
、
主
要
因
と
し
て
、
〈
大
人
と
同

様
の
供
養
を
行
う
と
い
う
意
の
〉
新
た
な
水
子
供
養
が
一
九
七

O
年
以
降
、

一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。

*
本
論
文
は
、
清
水
邦
彦
「
生
命
倫
理
l
水
子
供
養
か
ら
見
る
日
本
人
の

生
命
観
」
(
金
沢
大
学
「
大
学
・
社
会
生
活
論
」
テ
キ
ス
ト
編
集
会
議
嬬
吋
知

的
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
の
す
す
め
・
第
二
版
」
二

O
一
O
年

学

術

図

欝
出
版
)
に
註
を
付
し
、
若
干
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(I)註

現
代
的
水
子
供
養
が
一
九
七

0
年
代
よ
り
一
般
化
し
た
こ
と
は
、
字

く
は
宮
田
登
が
指
摘
し
て
い
る
。
「
「
水
子
霊
」
の
復
活
」
吋
「
心
な
お

し
」
は
な
ぜ
流
行
る
』
(
一
九
九
三
年
小
学
館
)
。
統
計
的
に
実
証

し
た
の
は
、
高
橋
三
郎
編
「
水
子
供
養
」
(
一
九
九
九
年
行
路
社
)

二
七
六
頁
で
あ
る
。

オ
い
じ

曹
洞
宗
で
幼
児
に
付
け
る
戒
名
と
し
て
の
「
水
子
」
が
現
代
の

「
水
子
」
の
語
源
と
す
る
説
も
あ
り
、
こ
の
説
も
傾
聴
に
鎚
す
る
。

例
え
ば
、
鈴
木
由
利
子
「
水
子
供
養
に
み
る
生
命
観
の
変
遊
」
(
吋
女

性
と
経
験
』
第
三
四
号
二

O
O
九
年
)
に
紹
介
さ
れ
る
鳴
子
の
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(3) 

事
例
は
、
当
初
「
水
子
地
球
」
と
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
語
呂
の

必
ず
こ

農
さ
か
ら
「
水
子
地
蔵
」
と
し
た
と
す
る
。
註

3
に
後
述
の
如
く
、

み

ず

ニ

「
水
子
」
と
い
う
音
葉
自
体
は
室
町
時
代
に
ま
で
遡
れ
る
。
一
方
、

す
い
じ

醤
洞
宗
の
幼
児
棋
名
と
し
て
の
「
水
子
」
は
江
戸
時
代
以
降
に
生
じ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
と
習
え
る
の
も
、
幼
児
へ
の
葬
式
は
江
戸

み
ず
こ

時
代
以
降
に
普
及
し
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
「
水
子
」
は
嫌
々
な

婆
留
に
よ
っ
て
成
立
し
た
首
葉
と
考
え
ら
れ
る
。

E
Y
ゴ

「
若
子
」
と
あ
る
に
よ
る
(
日
本
古
典
文
学
大
系
版
関

O
八
頁
)
。
但
し
、

原
文
に
掻
り
按
名
が
付
い
て
い
る
は
ず
も
な
く
、
日
本
古
典
文
学
大

系
の
編
者
は
、
『
古
本
節
用
集
」
・
妥
〕
葉
集
」
に
よ
っ
て
振
り
仮
名

を
付
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
永
様
二
年
本
鮪
用
集
い
(
中
田
祝
夫

編
「
印
度
本
部
用
築
研
究
並
び
に
総
合
索
引
影
印
縞
』
〈
一
九
七
割

年
勉
誠
社
〉
一
九
三
頁
)
参
照
。

大
瀧
永
常
明
間
出
家
茶
話
」
に
は
「
箇
々
に
て
苧
め
る
子
を
関
五
ヶ

丹
自
に
お
ろ
す
事
あ
り
、
・
・
・
其
水
子
に
性
ハ
な
き
も
の
と
思
ふ

ハ
、
大
い
成
了
簡
違
ひ
也
」
(
大
分
県
先
哲
史
料
館
繍
「
大
分
県
先

哲
議
欝
大
蔵
、
永
常
資
料
集
第
一
巻
い
六

O
八
頁
)
と
あ
る
。

一
七
九
三
年
、
松
平
定
信
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
回
向
院
本
子
壊
の

水
子
は
、
銘
文
に
「
堕
胎
死
胎
天
鶴
之
墾
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
飴

み

ず

ニ

す

い

と

見
に
限
定
さ
れ
な
い
。
な
お
、
水
子
塚
で
は
な
く
、
水
子
塚
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
松
崎
議
三
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
「
堕
胎
(
中

絶
)
・
間
引
き
・
本
子
供
養
に
見
る
生
命
館
と
倫
理
観
」
(
『
畏
俗
学

論
議
」
第
十
六
号
ニ

O
O
一
年
↓
「
現
代
供
養
論
考
」
〈
二

O
O四

み

ず

ニ

年
駿
友
社
〉
再
録
)
但
し
、
現
在
、
水
子
塚
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

(4) 

(6) (5) 

ま
た
回
向
読
の
兇
解
に
よ
れ
ば
、
建
立
以
来
そ
う
呼
ば
れ
て
き
た
そ

う
で
あ
る
(
筆
者
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
メ

i
ル
へ
の
返
答
)
。
ま
た
、

戒
名
と
し
て
の
水
子
は
曹
洞
宗
に
顕
著
だ
が
(
註
2
)
、
回
向
院
の

宗
旨
は
、
州
側
建
以
来
、
沖
土
宗
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
水
子
塚
」
と

削
判
断
す
る
。
「
日
本
残
酷
物
語
第
一
部
い
(
一
九
五
九
年
平
凡
社
)

に
は
「
堕
胎
の
こ
と
を
当
時
(
引
用
者
註
H
江
戸
時
代
)
の
隠
語
で

「
水
に
す
る
」
と
い
い
、
本
に
さ
れ
た
子
ど
も
の
死
体
を
水
子
と
い
っ

た
。
」
(
二
一
一
一
良
)
と
あ
る
。
論
拠
は
不
明
だ
が
、
同
警
の
論
述
ス

タ
イ
ル
か
ら
、
各
地
の
民
俗
調
査
な
ど
を
論
拠
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

註
幻
参
照
。

藤
田
庄
一
「
神
さ
ま
仏
さ
ま
い
(
一
九
九
八
年
ア
ス
ペ
ク
ト
)

九
二
頁

千
葉
繍
抽
出
問
・
大
津
忠
男
吋
潤
引
き
と
水
子
』
(
一
九
八
三
年
農
山

漁
村
文
化
協
会
)
二

0
1
二
回
頁
・
清
水
邦
彦
「
昭
和
問
五
年
以
前

か
ら
の
水
子
供
養
」
(
「
西
郊
民
信
』
第
一
四
八
号
一
九
九
四
年
)

無
論
、
日
本
人
研
究
者
が
水
子
供
養
に
一
切
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
訳
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
研
究
論
文
が
存
在
す
る
。
こ
の
頃

の
研
究
論
文
に
関
し
て
は
、
鳥
井
由
紀
子
「
「
水
子
供
養
」
研
究
動

向
(
一
九
七
七
二
九
九
盟
)
と
「
水
子
供
養
」
関
連
文
献
目
録
」
(
「
東

京
大
学
宗
教
学
年
報
」
第
十
二
号
一
九
九
四
年
)
参
照
。

「
本
格
的
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
た
の
は
、

E

口
円
山
巳
円
山
戸
片
岡
0.w

以
能
に
、

千
葉
徳
間
・
大
津
忠
男
「
間
引
き
と
水
子
」
(
前
掲
)
と
い
う
護
籍

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
後
述
)
。
但
し
、
同
書
は
タ
イ
ト
ル
に
こ
そ
、
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水
子
の
語
が
あ
る
が
、
水
子
に
触
れ
て
い
る
の
は
数
真
に
過
ぎ
な
い
。

無
論
、
一
九
八
三
年
に
、
水
子
の
問
問
題
を
提
示
し
て
い
る
意
義
は
大

安
』
い
。

荻
野
美
穂
「
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
」
(
二

O
O
一
年
岩
波

警
庖
)
三
j

一
六
一
員

荻
野
美
聴
「
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
』
(
前
掲
)
二
六
j
二
七

頁緒
方
勝
子
吋
ア
メ
リ
カ
の
中
絶
問
題
』
(
二

O
O
六
年
明
石
盟
国
語
)

四
二
頁

荻
野
美
穂
吋
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
」
(
前
掲
)
由
二
j
由
三

頁荻
野
美
穂
門
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
い
(
前
掲
)
四
三
頁

荻
野
美
穂
門
中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
い
(
前
掲
)
凶
二

1
四
三

頁こ
の
場
合
、
妊
娠
三
ヶ
月
以
内
を
指
す
ο

留
し
、
ア
メ
リ
カ
基
準
(
自

本
基
準

i
二
週
)
で
あ
る
。

緒
方
房
子
「
ア
メ
リ
カ
の
中
絶
問
題
い
(
前
掲
)
五
二
頁
・
荻
野
美
穂
吋
中

絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
い
(
前
掲
)
一
一
五
頁

緒
方
脱
出
子
吋
ア
メ
リ
カ
の
中
絶
問
題
」
(
前
掲
)
一
二
八

1
一
二
九

頁板
犠
春
夫
「
誕
生
と
死
の
民
俗
学
い
(
二

O
O七
年
古
川
弘
文
館
)

六
六
頁

吋
近
世
文
学
資
料
類
従
第
十
八
巻
い
九
四

1
九
五
真

こ
の
場
合
の
「
人
と
な
る
」
と
は
、
一
人
前
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う

叫

uhu 
(2) U3) U5) U心(l6) aヵus) U9) 担方程暗

(22) 

に
な
り
、
飲
濯
や
結
婚
と
い
っ
た
「
大
人
の
権
利
」
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
指
す
。

黒
田
日
出
男
「
境
界
の
中
世
象
徴
の
中
詑
」
(
一
九
八
六
年
東

大
出
版
会
)

「
広
辞
苑
』
を
補
正
す
る
と
、
多
く
の
場
合
、
厳
密
に
は
産
声
を
上

げ
る
前
に
処
置
は
な
さ
れ
る
。
武
田
正
「
琶
も
れ
』
(
一
九
九

O
年

置
賜
民
俗
学
会
)
三
五
j
三
六
頁
に
は
「
子
が
生
ま
れ
て
、
組
対

引
起
例
引
制
出
、
取
り
上
げ
婆
は
「
ど
う
す
る
」
と
産
婦
に
開
く

0

・

産
婦
が
首
を
縦
に
振
れ
ば
、
産
婆
は
ち
ょ
っ
と
生
ま
れ
た
子
に
手
を

合
わ
せ
、
和
紙
を
取
り
上
げ
た
ば
か
り
の
赤
子
の
顔
に
か
ぶ
せ
る
の

で
あ
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
(
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
・
以
下
回
じ
)
。

「
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
」
(
一
九
七
五
年
第
一
法
規
出
版
)
「
避

妊
・
堕
胎
・
間
引
き
」
二
ハ
一
頁
に
は
、
「
間
引
き
の
方
法
〔
同
(
引

用
者
補
i
群
馬
県
桐
生
地
方
)
]
・
・
・
闘
関
射
針
例
制
川
引
制
叫
濡

れ
紙
を
顔
に
は
り
、
ま
た
ぽ
ろ
に
包
ん
で
呼
般
を
と
め
る
」
と
あ
る
。

(
但
し
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
事
例
も
幾
っ
か
記
録
に
残
っ
て

い
る
。
)
鈴
木
由
利
子
は
、
「
各
地
の
間
引
き
の
伝
承
資
料
に
は
「
謝

肉
刻
刻
例
制
引
間
引
料
創
刊
」
と
す
る
事
例
が
少
な
く
な
い
が
、
こ

れ
は
人
び
と
が
産
声
を
こ
の
世
で
生
き
始
め
た
証
で
あ
る
と
理
解

し
、
生
き
始
め
た
子
ど
も
に
対
し
て
は
生
き
る
権
利
を
尊
重
す
る
と

い
う
一
定
の
ル

i
ル
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
と
ま
と
め

て
い
る
。
「
盟
胎
・
間
引
き
と
子
ど
も
の
命
」
(
太
田
紫
子
・
森
締
二

編
「
〈
い
の
ち
〉
と
家
族
」
二

O
O
六
年
平
縮
図
大
学
出
版
局
)
・

従
っ
て
、
「
広
辞
苑
い
で
は
「
生
児
を
殺
す
こ
と
」
と
あ
る
が
、
「
生
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告劫

党
」
と
呼
ん
で
良
い
か
は
疑
問
で
あ
る
の

「
鎖
倒
」
と
い
う
表
現
に
附
附
し
て
は
、
近
年
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

所
調
外
国
人
が
日
本
間
内
自
由
に
宇
き
刷
る
こ
と
は
で
き
ず
、
伝
染

病
が
海
外
よ
り
入
り
に
く
い
状
況
で
あ
っ
た
の
は
事
実
な
の
で
、
本

論
文
で
は
そ
の
越
智
で
鎖
国
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。

品
田
知
美
吋
〈
子
宵
て
法
〉
革
命
い
(
二

O
O
四
年
中
公
新
書
)

一0
0
1
一
O
二
貰

武
家
は
当
然
と
し
て
も
、
農
家
で
あ
れ
、
商
家
で
あ
れ
、
あ
る
程
度
、

継
本
す
る
叫
財
産
の
あ
る
家
を
前
提
と
し
た
記
述
で
あ
る
。
太
田
菜
子

マ
ナ
宝
と
子
返
し
い
(
二

O
O
七
年
藤
原
書
陪
)
一
九
頁
を
参
考
と

し
た
。

千
葉
・
大
津
吋
間
引
き
と
水
子
い
(
前
一
掲
)
一

O
八
頁

太
田
素
子
一
樹
吋
近
世
日
本
マ
ピ
キ
制
限
行
史
料
集
成
い
(
一
九
九
七
年

刀
水
器
尉
)
一
一
一
真

註
お
参
照

宕
井
宏
渡
辺
伝
馬
秘
史
い
(
一
九
七
九
年
日
本
放
送
出
版
協
会
)

一
五
九
頁

太
田
素
子
編
円
近
世
臼
本
マ
ピ
キ
慣
行
史
料
集
成
い
(
前
掲
)

五
七
一
一
良
・
吋
日
本
残
酷
物
語
第
壱
部
」
(
前
掲
)
一
二
六
頁

飯
島
吉
晴
「
子
供
の
発
毘
と
兜
童
遊
戯
の
世
界
」
(
「
日
本
誌
俗
文
化

大
系
第
十
巻
い
一
九
八
五
年
小
学
館
)

こ
の
場
合
、
亡
く
な
っ
た
胎
児
に
対
し
、
供
養
が
行
わ
れ
る
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
関
引
き
で
亡
く
な
っ
た
場
合
と
同
様
、
墓

地
や
宅
地
に
埋
葬
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
但
し
、

皇自位。e2S) e2η (30) 程号(3D (32) (33i 

、
}
必
川
噌
晶

守

tiu(
 

州
に
流
す
場
合
も
あ
る
。
)
ま
た
、
註
訂
に
あ
る
よ
う
に
、
若
干
だ
が
、

江
戸
時
代
に
は
、
臨
胎
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
胎
児
が
崇
る
話
が
あ

る
。
従
っ
て
、
昭
助
死
の
場
合
で
も
何
ら
か
の
供
養
が
行
わ
れ
た
可

能
性
は
あ
る
。

凶

J
Sロ
m
z
o話回・
2
1〉
σ0「
巴
{
)
ロ
回
市
川
町

0
3
盟円
p
n
o口
々
。
}
3
N
C
C
H
M
V
ユ
ロ
の
め
円
。
ロ

巴
-
M
J

岩
本
美
砂
子
監
訳
、
場
原
久
美
・
日
比
野
由
利
・
猪
瀬
慢
理

訳
吋
中
絶
と
避
妊
の
政
治
学
」
(
二

O
O
八
年
青
木
書
脂
)
七
九

頁鈴
木
由
利
子
「
水
子
供
養
に
み
る
生
命
観
の
変
遷
」
(
前
掲
)

森
架
茂
一
「
不
思
議
ハ
合
の
子
供
た
ち
」
(
一
九
九
五
年
新
人
物
往

来
社
)
一
三
七
頁
・
二

O
六
頁
や
日
比
野
由
利
「
中
絶
の
語
り
か
ら

見
た
女
性
の
自
己
変
容
と
ケ
ア
の
可
能
性
」
(
吋
母
性
衛
生
い
第
四
八

巻
第
二
号
二

O
O
七
年
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
の
本
子
供

養
に
も
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
を
期
待
す
る
心
意
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、

あ
え
て
「
期
待
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
に
対
す

る
疑
義
と
も
云
え
る
。
ま
た
、
森
架
茂
一
「
不
思
議
谷
の
子
供
た
ち
い

(
前
掲
)
二

O
六
頁
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
前
近
代
に
於
い
て

は
、
こ
の
世
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
期
待
さ
れ
た
に
対
し
、
現
代
で

は
、
時
じ
家
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

例
外
と
し
て
、
吋
仲
間
天
大
摺
正
利
益
記
」
上
巻
「
高
野
新
右
衛
門
が

下
女
解
脱
の
事
」
(
「
祐
天
寺
史
資
料
集
第
三
巻
」
五
一

i
五
三
賀
)
・

「
好
包
一
代
女
い
巻
六
「
夜
発
の
付
声
」
(
日
本
古
典
文
学
全
集
版

五
五
五

1
五
五
六
頁
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
方
と
も
堕
胎
さ
れ
た
胎

児
が
巣
る
話
だ
が
、
い
ず
れ
も
「
水
子
」
と
い
う
言
葉
は
抽
出
わ
れ
て
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(38) 

L
な
し

佐
々
木
保
行
編
著
「
日
本
の
子
殺
し
の
研
究
」
(
一
九
八
二
年
高

文
堂
)
一
五
五
頁
に
よ
る
と
、
嬰
児
殺
の
第
一
審
有
罪
者
数
(
多
く

は
親
と
想
定
さ
れ
る
)
は
、
戦
前
に
は
一
年
間
約
一

O
O人
に
の
ぼ

る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
六

0
年
代
に
は
約
一

O
人
と
大
幅
に
減

少
し
て
い
る
。

鈴
木
江
三
子
「
妊
婦
健
診
時
に
用
い
ら
れ
る
超
音
波
診
断
に
つ
い
て

の
諸
議
論
」
(
門
川
崎
医
療
福
祉
学
会
誌
』
二

O
O四
年
第
十
西
巻

第
一
号
)

森
栗
茂
一
吋
不
思
議
ハ
合
の
子
供
た
ち
い
(
前
掲
)
五
七
頁
・
鈴
木
由

利
子
「
水
子
供
養
に
み
る
生
命
観
の
変
遷
」
(
前
掲
)

中
島
み
ち
吋
見
え
な
い
死
」
(
一
九
八
五
年
文
謹
春
秋
)
一
六
三

1
一
六
回
頁

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
『
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ

i
ズ
い
(
儲
弘
正
雄
訳

一
九
七
九
年
文
欝
春
秋
)
一
四
二

1
一
四
九
一
員
を
参
考
と
し
た
が
、

文
貿
は
私
に
あ
る
。

湖
上
恭
子
「
韓
盟
仏
教
の
〈
水
子
供
養
〉
」
(
吋
宗
教
研
究
い
第
七
六

巻
第
二
号
二

O
O
二
年
)

玄。印
}
8
4
4時
門

N
Jげ
o
z
m
W
C
D腎
H
m
p山

門
戸

-m
一民『
O
「円一

c
p
印
ゆ

M門
戸
山
内
戸
出

qmwHM(目
安
め
印
℃
町
s

z
君
。
吋
庄
一
口
封
苔

5
3
N
O
C
H
E羽
山
町

C
・M

J

・
H
N
E
S
Sぎ
て
印
O
巳
o'

玄
急
一
の
包
〉
的
℃
ゅ
の
門
的
。
叫
〉
σ。
E
O口
百
↓

σ怠

g
q問
。
。
者
ロ

d
c円
山
白
阿
佐

g

g門戸一

h
F
2岱
8
3
話
器
富
山
の
自
白
さ

(39) 位。科訪経B終場包4

し
み
ず
・
く
に
ひ
こ

金
沢
大
学
毘
擦
学
類
准
教
授
)

57 


	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055

